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学
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例
の
一
部
を
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育
課
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六

※

福
井
県
地
方
警
察
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員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
四
十
・
警
察
本
部
）…
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七

　

◇
福
井
県
児
童
・
女
性
相
談
所
お
よ
び
福
井
県
嶺
南
振
興
局
敦
賀
児
童
相
談
所
の
設
置
に
関
す
る
条
例

（
条
例
第
三
十
六
号
　
児
童
家
庭
課
）

１　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

福
井
県
児
童
・
女
性
相
談
所
（
以
下
「
児
童
・
女
性
相
談
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
福
井
県
総

合
福
祉
相
談
所
か
ら
児
童
相
談
所
お
よ
び
婦
人
相
談
所
を
移
転
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係

）
２　

児
童
・
女
性
相
談
所
を
福
井
市
に
置
き
、
そ
の
所
管
区
域
を
福
井
県
の
区
域
（
た
だ
し
、
児
童
相

談
所
の
業
務
に
係
る
所
管
区
域
は
、
福
井
市
、
大
野
市
、
勝
山
市
、
鯖
江
市
、
あ
わ
ら
市
、
越
前
市

、
坂
井
市
、
吉
田
郡
、
今
立
郡
、
南
条
郡
お
よ
び
丹
生
郡
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係

）
３　

児
童
福
祉
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
嶺
南
振
興
局
敦
賀
児
童
相
談
所
（
以

下
「
敦
賀
児
童
相
談
所
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

４　

敦
賀
児
童
相
談
所
を
敦
賀
市
に
置
き
、
そ
の
所
管
区
域
を
敦
賀
市
、
小
浜
市
、
三
方
郡
、
大
飯
郡

お
よ
び
三
方
上
中
郡
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

５　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関
係

）
６　

福
井
県
総
合
福
祉
相
談
所
お
よ
び
福
井
県
嶺
南
振
興
局
敦
賀
児
童
相
談
所
の
設
置
お
よ
び
管
理
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
九
号
）
の
題
名
を
福
井
県
総
合
福
祉
相
談
所
の
設
置
お

よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
に
改
め
、
児
童
相
談
所
お
よ
び
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る

こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）

７　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
福
井
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七

号
　
児
童
家
庭
課
）

１　

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
旅
館
業
法
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八

号
　
医
薬
食
品
・
衛
生
課
）

１　

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　
　

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
十
四
条
関
係
）

２　

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
関
係

　
　

旅
館
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
譲
受
け
の
承
認
に
関
す
る
手
数
料
を
定
め

本
号
で
公
布
す
る
条
例
の
あ
ら
ま
し



令和５年10月４日（水） 福 井 県 報 号 外 第 93 号 2

　

る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
）

３　

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め

の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
福
井
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
第
三
十
九
号
　
高
校
教
育
課
）

１　

福
井
県
立
清
水
特
別
支
援
学
校
に
高
等
部
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇
福
井
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
号
　
警
察
本
部
）

１　

警
察
職
員
の
定
数
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
関
係
）

２　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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令
和
五
年
十
月
四
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県


